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滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所間の応援 

事業（職員派遣・代替サービス提供）実施要綱等の制定および参加法人の 

登録について 

 

平素は、本県高齢者福祉行政の円滑な推進にご協力を賜りありがとうございます。 

各施設・事業所（以下「施設等」といいます。）におかれましては、これまでから新型コロ

ナウイルス感染症への対応にご尽力いただいているところですが、施設等において新型コロナ

ウイルス感染症が発生した場合、職員が不足し応援職員の派遣が必要となる、あるいは、サー

ビス提供が困難となり代替サービスの調整が必要となるなどの可能性があります。 

こうした場合においても、サービス提供を継続し利用者の日常生活を支援できるよう、職員

が不足する事業所等に対する他の施設等からの応援職員の派遣や、利用者の他の施設等による

サービス提供といった施設等間の応援体制をコーディネートする事業を実施することとし、添

付のとおり実施要綱等を制定いたしました。 



本事業の実施にあたっては、ご協力いただける施設等の皆様に事前のご登録をお願いしてい

ます。あらかじめ登録いただくことにより、実際に職員の派遣や代替サービス提供の調整の必

要が生じた際に、より迅速に対応することが可能となります。 

本事業については、施設等の皆様の相互の協力により成り立つものであること、また、より

多くの皆様に協力いただくことで、職員の派遣や代替サービスの調整をより効果的に行えるよ

うになるものであることをご理解いただき、登録について検討いただけますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

記 

 

１ お送りする資料について 

今回送付する資料については本通知のほか、下記の６種類です。 

①滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所等間の応援事業（職員派

遣・代替サービス提供）実施要綱 

②参考様式集（登録等様式） 

③滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所等間の応援事業に関する

協定書（同事業実施要綱に定める職員派遣事業） 

④滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所等間の応援事業に関する

協定書（同事業実施要綱に定める代替サービス提供事業） 

⑤滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所等間の応援事業実施要綱

 Ｑ＆Ａ 

⑥イメージ図 

なお、各資料につきましては、県医療福祉推進課のホームページにも掲載しておりますの

で、適宜ダウンロードしてお使いください。 

 

２ 登録方法について 

本文でもお知らせしておりますとおり、発生時の迅速な対応のため、事前の登録をお願い

しております。登録方法については、参考様式集に掲載している登録申請書に必要事項を記

入いただき、圏域ごとに定める送付先あて提出いただくこととしております。 

（１）提出先につきましては、貴事業所が所在する地域事務局（次頁）となりますので、

ご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

（２）登録申請書のご提出期限につきましては、毎月15日から月末までの間としており、

毎月集計後、登録決定通知書を地域事務局よりお送りいたします（今年度最終受付：

令和3年3月31日）。 

 

３ オンライン説明会の開催について 

本事業の概要のほか、登録方法などに関するオンライン説明会を、下記の日程で開催する

予定ですので、視聴いただけますようお願いします。 

〔開催日時〕 令和２年１２月２日（水） 15:00～ （zoomにて開催予定） 

ID等詳細につきましては、追ってお知らせします。 

 



４ 県全域事務局および地域事務局について 

本事業につきましては、県全域事務局のほか、圏域ごとに地域事務局を設置して運営する

こととしております。 

各事務局の連絡先等は以下のとおりです。 

 

県全域事務局および地域事務局 連絡先 

 

圏 域 
団 体 名 担当者 

電話 ※応対可能時間は、 

各事務局により異なります 
ＦＡＸ 

所  在  地 電子メールアドレス 

県全域 

(福)六心会 堤 0748-48-5000 0748-48-6100 

〒529-1441 

東近江市五個荘川並町268 
ytsutsumi@rokushinkai.com 

大 津 

(株)六匠 北村 
077-547-2530 

080-1515-5961 
077-547-2531 

〒520-2144 

大津市大萱三丁目6-35 
t.kitamura@rokusho.net 

南 部 

南部事業者協議会 小川・中村 080-7963-4306 077-562-3533 

〒525-0034 

草津市草津三丁目14-75 
snksjk@gmail.com 

甲 賀 

(福)近江和順会 

レーベンはとがひら 
生田・河岸 

0748-65-0066 

090-5092-5168 
0748-65-0068 

〒528-0005 

甲賀市水口町水口6837番地の5 
ikutayu@ohmiwajunkai.or.jp 

東近江 

(福)慈照会 カルナハウス 後藤 0748-23-3250 0748-22-3250 

〒527-0001 

東近江市建部下野町797 
karuna@jishoukai.or.jp 

湖 東 

(一社)彦根愛知犬上介護保険

事業者協議会 
鈴木・菅原 

0749-49-2455 

080-8941-3414(彦根市内) 

090-7368-9505(愛知犬上) 

0749-49-2433 

〒522-0057 

彦根市八坂町1900番地4くすのきセンター3階 
info@gen-ai-ken-kaigo.jp 

湖 北 

湖北地域介護サービス事業者

協議会 
山岡・藤田 0749-52-1463 0749-52-8051 

〒521-0072 

米原市顔戸21-2 

kohokutiikikaigo@gmail.com 

yamaoka@leaful.jp 

湖 西 

高島健康福祉事務所(高島保健所) 

高島市役所長寿介護課(夜間) 
玉村 

0740-22-2525 

0740-25-8029 
0740-22-5963 

〒520-1621 

高島市今津町今津448-45 
ea35@pref.shiga.lg.jp 

 

〒520-8577 大津市京町四丁目 1-1 
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